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抄録

目的：自閉症児の早期発見と早期療育の重要性が指摘されており，保育所・幼稚園は幼児期自閉症児支援の重要な場と位置

づけられる．そこでの自閉症児受入れ状況と自閉症児支援のための保健・医療・福祉・教育機関との連携状況を明らかにし，

連携の特徴と課題を検討することを目的とした．

方法：山口県内の全ての保育所・幼稚園，計５０５園を対象に，平成１９年２月に郵送による質問紙調査を実施した．有効回答

２９０園（５７.４％）を分析対象とした．調査内容は，自閉症児在籍状況，保育・教育体制，専門機関との連携状況，希望する
連携内容などである．連携機関として，「発見・相談・判定」の領域に市町村保健センターと児童相談所，「診断・治療」の

領域に主治医と園医，「療育・発達支援」の領域に専門療育機関と発達障害支援センター，「教育」の領域に小学校と養護学

校を分類した．統計学的検定にはl2検定とFisherの直接法を用いた．
結果：２９０園中，１４３園に自閉症児が在籍しており，自閉症児の平均在園人数は１.５８人（標準偏差０.９６）であった．保育所・
幼稚園が連携を多く取っている機関は，専門療育機関，市町村保健センターであった．連携が少ない機関は児童相談所，

園医であった．各領域の連携と自閉症児や園の体制との関連をみたところ，専門療育機関への通園児の有無や障害児加配

職員の配置，自閉症児保育教育経験者の有無で有意な差がみられた．

結論：療育に関する機関との連携は行われやすいが診断や治療の機関との連携は少ない傾向がみられた．また，専門療育

機関への通園児の有無や障害児加配職員の配置，自閉症児保育教育経験者の有無が，園と他の機関の連携を結びつける要

因となることが示唆された．

キーワード：　自閉症児，保育所・幼稚園，早期発見・療育，保健・医療・福祉・教育，連携

Abstract

Objectives: The purpose of this study was to clarify the situation of children with autism in nursery school and kindergarten, 
and the future problems of cooperation with specialized agencies/institutes in health, medicine, welfare and education for 
them.
Methods: A questionnaire was sent to all nursery schools and kindergartens, total 505 facilities in Yamaguchi prefecture in 
February, 2007. Among these, valid replies for analysis were obtained from 290 facilities（57.4％）. The contents of 
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Ⅰ．緒言

　自閉症児に関する近年の報告では，障害の早期発見とと

もに早期療育の重要性が指摘されており１～６），早期に適

切なアプローチを行うことが，後年のより良い社会適応に

つながるとされる７，８）．

　自閉症などの発達障害を早期発見するための社会システ

ムとしては，わが国では，１歳６ヶ月健診や３歳児健診が

ある．近年では１歳６ヶ月健診の充実にともない，自閉症

のより早期のスクリーニングが可能となってきた９）．健診

で発達の遅れや障害の疑いがあれば，さらに専門の機関に

おいて相談や判定，診断がなされる．障害が明らかになれ

ば，次の段階として，専門の療育機関で療育を行うという

一連の流れの中で障害児対策が実施されている．しかし，

実際には１歳６ヶ月や３歳児健診において明らかな自閉症

の特徴を示し，早期に療育につながる児が全てではない．

疑いがあっても幼児期という発達過程の途中においては明

確な診断に至らない場合もある．また，保護者が児の障害

を認知することの困難から診断や療育につながらない場合

もある．

　そのような幼児期の自閉症児，または自閉症の疑いのあ

る児の多くは，小学校に就学するまで保育所や幼稚園（以

下，両者を合わせて「園」と表現）で保育や教育を受けて

いる．そのため園では，自閉症児や自閉症の明確な診断が

つかないまま経過観察中である児を健常児とともに保育・

教育している現状があり，園での保育・教育の実施におい

て，自閉症特有の認知や社会性の障害からくる集団保育・

教育の困難や専門的知識・技術の不足による対応困難など

の課題が報告されている１０，１１）．

　また，入園時には明らかな障害は認められなくても，入

園後に気になる子どもとして職員に注目され，自閉症など

の発達障害の発見に至る場合もある１２，１３）．このことは通

園する児の障害の発見とともに就学に向けての適切な支援

が園に望まれることにもつながる．

　このような現状を概観すると，保育所・幼稚園は自閉症

児支援の重要な場として位置づけられる．しかし，自閉症

児への適切な対応を行うには，園のみの努力では限界があ

る．自閉症児の発見から就学にいたるまでの児に関係する

専門機関との連携が，園での自閉症児への適切な対応に結

びつき，児の社会適応を促進するものとして必要である．

　しかし，自閉症など発達障害児の場合，発見，診断，療

育の場が異なっており，発達障害児支援のための専門機関

間の情報活用や，診断と療育を連動させるなどの専門機関

の効果的な連携が難しい状況にあると指摘されている１４）．

また，発達障害児を支援するための家族・教育・医療・行

政・福祉の連携が十分に行われているところはきわめて少

ないという指摘１５）もある．これらの文献を除いて，自閉

症児支援に関して保健・医療・福祉・教育機関の連携につ

いて検討した文献はほとんど見当たらない．

　そこで本研究では，保育所・幼稚園の自閉症児受入れの

現状および園と保健・医療・福祉・教育機関の連携の状況

を明らかにするとともに，幼児期の自閉症児支援における

保育所・幼稚園での保健・医療・福祉・教育機関の連携の

特徴を，自閉症児の発見，診断・治療，療育，就学の一連

の視点で検討し，連携の課題を考察する．

Ⅱ．研究方法

１．調査対象

　調査対象は山口県内の全ての保育所・幼稚園とし，平成

１８年度のほぼ１年間の状況を把握する目的で，郵送法によ

る質問紙調査を平成１９年２月に実施した．回答者は園の代

表者または保育・教育の責任者とし，１園に対し回答は１

questionnaire were actual situation of children with autism in the facilities and cooperative situation of the facilities with 
relevant specialized agencies/institutes. The l2-test and Fisher’s exact test were used for statistical analysis.
Results: Among the 290 facilities, 143 facilities（49.3％）had children with autism; the average number of children with autism 
was 1.58（Standard Deviation: 0.96）. The agencies/institutes cooperated more frequently with the facilities, were specialized 
care institutes and city/town level health centers; those cooperated less were child guidance centers and medical doctors for 
the facilities. The more frequent cooperation was observed at the facilities that had children with autism belonging to 
specialized institutes of care and education in parallel, additional teaching staff for children with handicap and teaching staff 
with experience in educating children with autism（p<0.05）.
Conclusions: The cooperation with specialized agencies/institutes for care and education of children with autism, tended to 
be more frequent than others; those for medical diagnosis and treatment tended to be less. It was indicated that presence of 
children with autism belonging to specialized institutes of care and education in the facility, additional teaching staff for 
children with handicap and teaching staff with experience in educating children with autism, increased cooperation with 
specialized agencies/institutes in health, medicine, welfare and education.

keywords:　children with autism; nursery school and kindergarten; early diagnosis and care; health, medicine, welfare and 
education; cooperation 
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通とした．山口県内全域で，平成１８年度は保育所３１５園，

幼稚園１９０園，計５０５園が園児を受け入れていた．

２．調査内容

　調査内容は，保育所・幼稚園の規模（受入れ園児数，職

員数），障害児在籍有無，自閉症児在籍有無，自閉症児人

数・年齢・性別，知的障害を重複している児の有無・程度

と人数，診断名（DSM-Ⅳの分類）のついた児の有無と人
数，経過観察中の児の有無と人数，専門療育機関に併行通

園している児の有無と人数，自閉症児受入れに対する考え，

自閉症児保育・教育経験者の有無，自閉症児受入れによる

保育・教育体制，関係機関との連携の頻度・内容，希望す

る連携内容などである．

　調査にあたって，「障害児」の定義は，「障害の範囲を，

手帳（身体障害，療育）の取得にかかわらず，医師の診断

がついている者，医師が障害の疑いを指摘し経過観察中の

者，加配職員の認定を受けている者を含む」とした．「自

閉症」の定義は，「自閉症をいわゆる自閉症という狭い範

囲ではなく，広汎性発達障害および自閉症スペクトラムと

いう広い範囲」とし，これらを質問紙に記載した．

　連携機関としては下記の８機関を指定し，障害の「発

見・相談・判定」「診断・治療」「療育・発達支援」「教育」

の４つの領域に分類した．「発見・相談・判定」の領域とし

て「市町村保健センター」「児童相談所」，「診断・治療」

の領域として「主治医」「園医」，「療育・発達支援」の領

域として「専門療育機関（障害児通園施設等）」「発達障害

支援センター」，「教育」の領域として「小学校」「養護学

校」を挙げた．これらの機関が実際に支援している内容は，

明確に分類されるものではなく，１つの機関が幾つかの機

能を果たしている場合も多いが，各機関の主な機能を重視

して分類した．

　障害の発見・相談・判定の段階において，市町村保健セ

ンターは一次的な発見に携わり，児童相談所は障害が疑わ

れる場合の相談や二次的に調査・判定を行うという役割が

ある．発見から療育につなげるまでの過程として，本研究

ではこの２機関を同じ領域にまとめた．

　診断や治療の段階では医療機関との連携を考えた．ここ

では，自閉症児の「主治医」と園に身近な機関である「園

医」に注目した．

　療育機関として中心的な機関は「専門療育機関」であり，

その一つに知的障害児通園施設がある．その他に心身障害

児通園事業，心身障害児（者）デイ・ケア推進事業，こと

ばの教室等が県内全域に開設されているが地区により設置

機関数に差が多少ある．発達支援の機関としては「発達障

害支援センター」がある．このセンターは，国の「自閉

症・発達障害支援センター事業」に基づき平成１４年に県内

１ヶ所に開設しており，平成１８年度は県内に１ヶ所あり，

自閉症についての理解促進のための普及啓発や研修会，電

話や巡回による相談・療育支援，情報提供などの役割を

担っている．

　教育機関としては，「小学校」「養護学校（平成２０年度よ

り，特別支援学校という位置づけのもとに山口県では総合

支援学校に名称変更，本研究では調査当時の養護学校の名

称を使用）」が保育所・幼稚園から児が就学していく学校

である．平成１８年度の段階で養護学校は，盲聾，肢体不自

由，院内学級を除き県内１０ヶ所に分散している．養護学

校は，障害児に対する専門的知識・技術をもつ機関であり，

特別支援教育において指導的な役割を担う機関でもある．

３．分析

　自閉症児の状況，連携状況については，平成１８年度に自

閉症児が在園している園１４３園のデータを基に分析した．

連携内容は現在と希望の回答数の差を明記した．連携につ

いての分析では，８機関を「発見・相談・判定」「診断・治

療」「療育・発達支援」「教育」の４つの領域に分け，各領

域の２機関のどちらかまたは両方に該当すればその領域に

おいて連携ありとして集計した．自閉症児の状況や園の体

制，自閉症児受入れ意識と各領域の連携の関連に関しては

l2検定とFisherの直接法を用いた．解析にはSPSS１５.０ for 
windows 統計パッケージを使用した．危険率５％未満を有
意差ありとした．

４．倫理的配慮

　個人情報保護のため，園の所在地域は特定しなかった．

また園児数は，３０人未満，３０～６０人未満，６０～９０人未満，

９０～１２０人未満，１２０～１５０人未満，１５０人以上に分類し，詳

細な情報を得ることはしなかった．さらに，「山口大学臨

床研究等審査委員会」の承認（H１８－８９）を得た．また，
事前に「山口県保育協会」「山口県私立幼稚園協会」に調

査票を送付し，調査の同意を得た．

Ⅲ．結果

１．分析対象園の属性および自閉症児受入状況（表１）

　回答数（率）は，保育所１７５園（５５.５％），幼稚園１１９園
（６２.６％），全体で２９４園（５８.２％）であった．そのうち，回
答にかなり不備が多い４園を除いた残りの２９０園を分析対

象とした．２９０園の内訳は，保育所１７１園（５４.３％），幼稚
園１１９園（６２.６％）であった．回答者で最も多かったのは
園長１６７人（５７.６％），次に主任保育士・教諭８３人（２８.６％）
であった．園の設置は，公立１３２園（４５.５％），私立１５７園
（５４.１％）であった．在園児数は３０～６０人未満，６０～９０人
未満の園がやや多いが，全体的に大きな差はなかった．

　保育・教育職員の合計数をみると，６～１０人の保育・教

育職員で運営している園が３２.８％であった．保育所と幼稚
園を比較してみると，１６人以上の保育・教育職員をかかえ

る園は保育所に多く，幼稚園は保育所の半数に満たなかっ

た．これは保育所と幼稚園の受け入れ園児の年齢構成の違

いや職員配置基準の違いによるといえる．

　２９０園のうち，平成１８年度現在で障害児を受入れている

園は１８７園（６４.５％）であり，保育所と幼稚園での割合に
大差はなかった．障害児受入れ園の中で，平成１８年度に自
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表１．分析対象園の属性および自閉症児受入状況  　　　　　　　　　　　　　　　　　園数（％）

幼稚園保育所全体

１１９（４１.０）１７１（５９.０）２９０ （１００）施設種別

設置種別

４２（３５.３）９０（５２.６）１３２（４５.５）　　公立

７６（６３.９）８１（４７.４）１５７（５４.１）　　私立

１ （０.８）０　　　１ （０.３）　　無記入

在園児数

２６（２１.８）１７　（９.９）４３（１４.８）　　１５０人以上

１３（１０.９）２３（１３.５）３６（１２.４）　　１２０～１５０人未満

２２（１８.５）２６（１５.２）４８（１６.６）　　９０～１２０人未満

１６（１３.４）３９（２２.８）５５（１９.０）　　６０～９０人未満

１７（１４.３）３９（２２.８）５６（１９.３）　　３０～６０人未満

２５（２１.０）２７（１５.８）５２（１７.９）　　３０人未満

保育・教育職員数

３ （２.５）２４（１４.０）２７  （９.３）　　２１人以上

７  （５.９）２４（１４.０）３１（１０.７）　　１６～２０人

１５（１２.６）５０（２９.２）６５（２２.４）　　１１～１５人

４５（３７.８）４９（２８.７）９４（３２.４）　　６～１０人

４８（４０.３）２２（１２.９）７０（２４.１）　　１～５人

１ （０.８）２ （１.２）３ （１.０）　　無記入

平成１８年度の障害児在籍有無

８０（６７.２）１０７（６２.６）１８７（６４.５）　　いる

３９（３２.８）６４（３７.４）１０３（３５.５）　　いない

平成１８年度の自閉症児在籍有無

６５（５４.６）７８（４５.６）１４３（４９.３）　　いる

３７（３１.１）７３（４２.７）１１０（３７.９）　　いない（過去に自閉症児が在籍していた）

１７（１４.３）２０（１１.７）３７（１２.８）　　　　　（自閉症児は在籍したことがない）

自閉症児受入れに対する考え

n＝６５ n＝７８ n＝１４３ 　平成１８年度自閉症児在籍中の園

１１（１６.９）２１（２６.９）３２（２２.４）　　すべて受入れる

２８（４３.１）３５（４４.９）６３（４４.１）　　判断し受入れる

２２（３３.８）１９（２４.４）４１（２８.７）　　体制整えば受入れる

１ （１.５）０　　　１ （０.７）　　受入れない

３ （４.６）３ （３.８）６ （４.２）　　無記入

n＝３７ n＝７３ n＝１１０ 　過去に自閉症児が在籍していた園

５（１３.５）１５（２０.５）２０（１８.２）　　すべて受入れる

２０（５４.１）３１（４２.５）５１（４６.４）　　判断し受入れる

１２（３２.４）２３（３１.５）３５（３１.８）　　体制整えば受入れる

０　　　０　　　０　　　　　受入れない

０　　　４ （５.５）４ （３.６）　　無記入

n＝１７n＝２０n＝３７　自閉症児は在籍したことがない園

２（１１.８）１ （５.０）３ （８.１）　　すべて受入れる

７（４１.２）８（４０.０）１５（４０.５）　　判断し受入れる

８（４７.１）１０（５０.０）１８（４８.６）　　体制整えば受入れる

０　　　１ （５.０）１ （２.７）　　受入れない

n＝６５ n＝７８ n＝１４３ 平成１８年度自閉症児在籍中の園

　自閉症児保育・教育経験者の有無

４５（６９.２）５６（７１.８）１０１（７０.６）　　いる

２０（３０.８）１８（２３.１）３８（２６.６）　　いない

０　　　４ （５.１）４ （２.８）　　無記入

　自閉症児在園中の園の保育・教育体制

３４（５２.３）３４（４３.６）６８（４７.６）　　障害児加配職員を配置

１０（１５.４）２５（３２.１）３５（２４.５）　　担任・副担任の２人体制

１７（２６.２）１２（１５.４）２９（２０.３）　　担任１人体制

３ （４.６）５ （６.４）８ （５.６）　　その他

１ （１.５）２ （２.６）３ （２.１）　　無記入



145

J. Natl. Inst. Public Health, 58（2）: 2009

閉症児が在籍している園は１４３園（４９.３％）であった．平
成１８年度には自閉症児は在籍していないが過去に在籍して

いたことのある園は１１０園（３７.９％）で，全く自閉症児が
在籍したことがない園は３７園（１２.８％）であった．
　園の自閉症児の受入れに対する考えをみると，平成１８年

度に自閉症児が在籍している園と過去に在籍経験のある園

においては，「児の状態を判断し受け入れる」が多かった

が，全く在籍したことがない園においては，「体制が整え

ば受入れる」がやや多かった．

　自閉症児在籍園において自閉症児保育・教育経験者の有

無をみると，１４３園中１０１園に経験者がいた．園の保育・教

育体制については，障害児加配職員を配置している園が約

半数あった．また，保育所は担任・副担任の２人体制の園

が３２.１％あり，幼稚園の約２倍多かった．

２．自閉症児の状況（表２）

　自閉症児在籍中の１４３園での自閉症児の人数は２２５人であ

り，平均１.５８人（標準偏差０.９６）の自閉症児が在籍してい
た．保育所と幼稚園の平均自閉症児数に大差はなかった．

２２５人の自閉症児のうち，診断名がついていた児は１６６人

（７３.８％）であった．診断名をみると自閉性障害が７０人
（３１.１％）と最も多く，次いで広汎性発達障害４２人

谷川和子，大村佳代，戸ヶ里泰典，原田規章

表２．在園中の自閉症児の状況 （１４３園，２２５人）

幼稚園保育所全体

n＝１０９ n＝１１６ n＝２２５ 人数（％）診断名

２３（２１.１）１９（１６.４）４２（１８.６）　広汎性発達障害

３３（３０.３）３７（３１.９）７０（３１.１）　自閉性障害

２３（２１.１）１６（１３.８）３９（１７.３）　高機能自閉症

       ８ （７.３）       ６ （５.２）１４  （６.２）　アスペルガー障害

０　　　０　　　０　　　　レット障害

０　　　０　　　０　　　　小児崩壊性障害

０　　　       １ （０.９）１ （０.４）　非定型自閉症

０　　　０　　　０　　　　その他の診断名

２２（２０.２）３４（２９.３）５６（２４.３）　経過観察

０　　　　　　 ３ （２.６）３ （１.３）　無記入

１.６９±１.０６１.４８±０.８８１.５８±０.９７１園に在園中の平均自閉症児数

人数（％）年齢

０　　　１１  （９.５）１１  （４.９）　０～２歳

２２（２０.２）２５（２１.６）４７（２０.９）　３歳（年少組）

５０（４５.９）２９（２５.０）７９（３５.１）　４歳（年中組）

３４（３１.２）４０（３４.５）７４（３２.９）　５歳（年長組）

 ３ （２.８）１１  （９.５）１４  （６.２）　無記入

人数（％）性別

８８（８０.７）８０（６９.０）１６８（７４.７）　男児

１３（１１.９）２０（１７.２）３３（１４.７）　女児

 ８ （７.４）１６（１３.８）２４（１０.７）　無記入

人数（％）知的障害重複の有無と程度

２３（２１.１）４０（３４.５）６３（２８.０）　知的障害無

２１（１９.３）１６（１３.８）３７（１６.４）　知的障害軽度（IQ７０以下）

１３（１１.９）１７（１４.７）３０（１３.３）　知的障害中度（IQ５０以下）

０　　　       ５ （４.３）５ （２.２）　知的障害重度（IQ３５以下）

      ５２（４７.７）      ３８（３２.８）９０（４０.０）　無記入

n＝６５ n＝７８ n＝１４３ 園数（％）専門療育機関への併行通園

５５（８４.６）５５（７０.５）１１０（７６.９）　併行通園児いる

４ （６.２）１６（２０.５）２０（１４.０）　併行通園児いない

６ （９.２） ７ （９.０）１３  （９.１）　無記入

８６　　　 ８４　　　 １７０　　　 人数専門療育機関通園児人数
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（１８.６％），高機能自閉症３９人（１７.３％）であり，この３診
断名が全体の約７割を占めていた．また，経過観察中の児

は５６人（２４.３％）であった．
　年齢別にみると，４歳が７９人，５歳が７４人であり，３歳，

０～２歳と年齢が下がるに従い自閉症児数は少なくなって

いた．性別は男児が女児の約５倍の人数であった．知的障

害との重複をみると，知的障害を伴っていない児が６３人

（２８.０％），重度の知的障害を伴う自閉症児は５人（２.２％）
であったが，無記入が多かった．

　在園中の自閉症児で，障害児の通園施設など専門療育機

関と併行通園している児がいる園は１３０園で，１７０人

（７５.６％）の児が通園していた．併行通園している児がい
ない割合が多いのは保育所の方であった．

３．専門機関との連携の状況（表３）

　自閉症児在籍園において，自閉症児の保育・教育に関し

て他機関との連携がどの程度あるかについて尋ねた．定期

的および必要時に連携ありとの回答を合わせると，自閉症

の発見・相談・判定の段階では，児童相談所よりも市町村

保健センターと連携しているという回答がより多くみられ

た．中でも保育所は６４.１％が市町村保健センターと連携し
ていると回答していた．診断・治療の段階では，主治医と

の連携は全体的には３４.３％の園が連携していたが，園医と
の連携は全体的に低く２３.８％であった．主治医との連携に
ついては幼稚園と保育所の差はほとんどなかったが，園医

との連携では保育所３３.３％，幼稚園１２.３％と差がみられた．
療育機関や支援機関との連携に関しては，専門療育機関と

は６１.６％，発達障害支援センターとは４１.３％の園が連携し
ていた．どちらもわずかに幼稚園の方が連携しているとの

回答が多かった．教育機関に関しては，小学校とは４８.３％
の園が連携していたが，養護学校とは３０.１％であった．幼
稚園と保育所の差はほとんどなかった．

４．連携内容の実際と希望の比較（表４）

　園と専門機関との現在の連携内容と，園が今後希望して

いる連携内容の差をみてみると，「関わり方の助言」に関

しては，ほとんどの機関に対して今後さらに希望するとの

回答が多くなっており，主治医や養護学校，発達障害支援

センターに対しては３０園近くが希望していた．「関わり方

の助言」の希望は，特に保育所にその傾向が大きかった．

　　　　　　　　　　　　　表３．専門機関との連携程度（自閉症児在園中の園）　　      n＝１４３（保育所n＝７８，幼稚園n＝６５）　園数（％）

無記入ないあまりない必要時に有定期的に有連携機関名領域

 ５ （３.５）３６（２５.２）２４（１６.８）５９（４１.３）１９（１３.３）全体

市町村保健センター

発見・相談
・判定

２ （２.６）１４（１７.９）１２（１５.４）３９（５０.０）１１（１４.１）保

３ （４.６）２２（３３.８）１２（１８.５）２０（３０.８）８（１２.３）幼

７ （４.９）２９（２０.３）３５（２４.５）２７（１８.９）５ （３.５）全体

児童相談所 ３ （３.８）１８（２３.１）２１（２６.９）１７（２１.８）４ （５.１）保

４ （６.２）１１（１６.９）１４（２１.５）１０（１５.４）１ （１.５）幼

１４ （９.８）６３（４４.１）１７（１１.９）３１（２１.７）１８（１２.６）全体

主治医

診断・治療

１０（１２.８）３２（４１.０）１０（１２.８）１７（２１.８）９（１１.５）保

４ （６.２）３１（４７.７）７（１０.８）１４（２１.５）９（１３.８）幼

１４ （９.８）６８（４７.６）２７（１８.９）２７（１８.９）７ （４.９）全体

園医 ５ （６.４）２８（３５.９）１９（２４.４）２１（２６.９）５ （６.４）保

 ９（１３.８）４０（６１.５）８（１２.３）６ （９.２）２ （３.１）幼

 ７ （４.９）２９（２０.３）１９（１３.３）６０（４２.０） ２８（１９.６）全体

専門療育機関

療育・発達
支援

３ （３.８）１８（２３.１）１１（１４.１）３３（４２.３）１３（１６.７）保　

４ （６.２）１１（１６.９）８（１２.３）２７（４１.５）１５（２３.１）幼　　

１１ （７.７）５１（３５.７）２２（１５.４）４２（２９.４） １７（１１.９）全体

発達障害支援センター    ８（１０.３）３０（３８.５）１１（１４.１）２０（２５.６）９（１１.５）保

３ （４.６）２１（３２.３）１１（１６.９）２２（３３.８）８（１２.３）幼　　

１２ （８.４）４３（３０.１）１９（１３.３）５８（４０.６）１１ （７.７）全体

小学校

教育

６ （７.７）２４（３０.８）１１（１４.１）３０（３８.５）７ （９.０）保

６ （９.２）１９（２９.２）８（１２.３）２８（４３.１）４ （６.２）幼　　

  １５（１０.５）６３（４４.１）２２（１５.４）３９（２７.３）４ （２.８）全体

養護学校    ８（１０.３）３４（４３.６）１２（１５.４）２４（３０.８）０　　　保

   ７（１０.８）２９（４４.６）１０（１５.４）１５（２３.１）４ （６.２）幼　　
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　　　　　　　　　　　　　表４．連携内容の現状と希望（連携有りと回答した園について）　　n＝１４３（保育所n＝７８，幼稚園n＝６５）園数

現在と希望の差今後希望する
連携内容の数

現在の連携内容
の有数　　　　連携内容機関名領域

幼保全体幼保全体幼保全体

＋１＋１０＋１１１０２２３２９１２２１関わり方の助言

市町村保健
センター

発見・相談
・判定

＋１０＋７＋１７１５２４３９５１７２２医療面の助言

＋１１＋８＋１９２２３２５４１１２４３５相談

＋１＋６＋７１６２６４２１５２０３５情報の共有提供

＋５＋８＋１３１２２２３４７１４２１サービスの相談

＋３＋１＋４５７１２２６８障害の判定

＋７＋１５＋２２１１２３３４４８１２関わり方の助言

児童相談所

＋３＋８＋１１３９１２０１１医療面の助言

＋５＋７＋１２１３２３３６８１６２４相談

＋１＋１＋２９１０１９８９１７情報の共有提供

＋６＋１５＋２１６１８２４０３３サービスの相談

＋１＋１３＋１４９２１３０８８１６障害の判定

＋４＋２６＋３０２１３７５８１７１１２８関わり方の助言

主治医

診断・治療

＋１６＋１８＋３４２３３０５３６１２１８医療面の助言

＋８＋１０＋１８１３１９３２５９１４相談

０＋３＋３９１４２３９１１２０情報の共有提供

＋３＋５＋９４８１２１２３サービスの相談

＋１５＋１２＋２７２３２０４３８８１６障害の判定

＋１＋３＋４３１２１５２９１１関わり方の助言

園医

＋８＋６＋１４１４２９４３６２３２９医療面の助言

＋７＋２＋９１２１８３０５１６２１相談

０＋２＋２２８１０２６８情報の共有提供

０＋１＋１０３３０２２サービスの相談

＋１＋７＋９３８１１２１３障害の判定

＋１＋２０＋２２３３４６７９３２２６５８関わり方の助言

専門療育機
関　　

療育・発達
支援

＋２＋８＋１０１１１８２９９１０１９医療面の助言

＋６＋７＋１３１５２４３９９１７２６相談

－６＋４－２２０２３４３２６１９４５情報の共有提供

＋８＋９＋１７１１１２２３３３６サービスの相談

＋１＋９＋１０１１１３２４１０４１４障害の判定

＋９＋２０＋２９３５４１７６２６２１４７関わり方の助言

発達障害支
援センター

＋８＋９＋１７１３１７３０５８１３医療面の助言

＋８＋１０＋１８１８２２４０１０１２２２相談

＋１＋９＋１０１８１８３６１７９２６情報の共有提供

＋１０＋８＋１８１５１１２６５３８サービスの相談

＋４＋９＋１３９１２２１５３８障害の判定

＋３＋２＋５７９１６４７１１関わり方の助言

小学校

教育

０－２－２２１３２３５医療面の助言

＋９＋１１＋２０１７２１３８８１０１８相談

＋３＋３＋６３０３１６１２７２８５５情報の共有提供

＋１＋４＋５２６８１２３サービスの相談

０－１－１００００１１障害の判定

＋１５＋１６＋３１２６２３４９１１７１８関わり方の助言

養護学校

＋６＋４＋１０７８１５１４５医療面の助言

＋１１＋７＋１８１６２０３６５１３１８相談

－１＋８＋７１１２０３１１２１２２４情報の共有提供

＋４＋８＋１２９１２２１５４９サービスの相談

＋５＋４＋９８６１４３２５障害の判定
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機関別にみてみると，市町村保健センターに対しては「相

談」，児童相談所に対しては「関わり方の助言」「サービス

の相談」，主治医に対しては「医療面の助言」「関わり方の

助言」，園医に対しては「医療面の助言」，専門療育機関や

発達障害支援センターに対しては「関わり方の助言」，小

学校に対しては「相談」，養護学校に対しては「関わり方

の助言」に関しての希望が多かった．

５．自閉症の発見から就学までの総合的な連携の状況

（表５）

　全領域と連携がある園は２１園（１４.７％）であった．２～
３の領域と連携している園が８０園（５５.９％）であり，最も
多かった．逆に全くどの領域とも連携がない園は７園

（４.９％）であった．また，１領域および２～３領域に対し
て連携している園に関して，その領域別にみてみると，発

見・相談・判定の領域との連携の状況は保育所６７.９％，幼
稚園２７.７％であった．療育・発達支援との連携は保育所
４４.８％，幼稚園５５.４％であった．

６．各領域の連携と自閉症児の状況および園の体制との関

連（表６）

　発見から就学にいたるまでの各領域の連携と自閉症児の

状況との関連をみたところ，専門療育機関への通園児の有

無において療育・発達支援の領域との連携に有意な差がみ

られた．園の体制との関連に関しては，保育・教育体制に

おいて教育の領域や全領域との連携に有意な差がみられた．

また，自閉症児保育・教育経験者が園にいるかどうかにつ

いても診断・治療，療育・発達支援の領域，さらに全領域

との連携において有意な差がみられた．

　また，幼稚園と保育所別での分析をみると，自閉症児保

育・教育経験者と診断・治療の領域，自閉症児受入れに対

する考えと療育・発達支援の領域に関して，保育所のみに

有意な差がみられた．

Ⅳ．考察

　本研究では保育所・幼稚園を対象に，在園中の自閉症児

の実態と園での保健・医療・福祉・教育機関との連携の実

態を調査した．さらに調査結果から，自閉症児の発見から

就学までの視点で，「発見・相談・判定」「診断・治療」「療

育・発達支援」「教育」の領域別の連携と自閉症児の状況

や園の体制との関連を検討した．

　平成１８年度は山口県内５０５園の保育所・幼稚園のうち分

析対象とした２９０園のうち１４３園（４９.３％）に自閉症児が在
園しており，その中で診断されている児が７３.８％，経過観
察中の児が２４.３％いることが分かった．自閉症児に関する
ことで比較的連携があるのは専門療育機関，市町村保健セ

ンターであった．中でも保育所は市町村保健センターとの

連携が多かった．連携内容の希望をみると「関わり方の助

言」を希望する園が多く，特に保育所にその傾向が多くみ

られた．

　発見から就学までの領域別に連携状況を検討した結果，

自閉症の診断がついた児や経過観察中の児の在園有無と，

各領域の連携の有無に差は認められなかった．しかし，専

門療育機関への通園児の有無や障害児加配職員の配置，自

　　　　　　　　　　　　表５．１園あたりの連携領域数と領域別の連携有無（自閉症児在園中の園について）　　　　　　　　　園数（％）

連携領域の有無と程度全領域

領域別（連携有のみ）

全領域と
連携無

１領域と
連携有

２～３領域と
連携有

全領域と
連携有

７ （４.９）２０（１４.０）  ８０（５５.９）２１（１４.７）全体 n＝１４３

３ （３.８）１０（１２.８）  ４５（５７.７）１３（１６.７）保　 n＝７８

４ （６.２）１０（１５.４）  ３５（５３.８）８（１２.３）幼　 n＝６５

０　　　６ （４.２） ４８（３３.６）２１（１４.７）全体 n＝１４３  発見・相談・判定の機関との連携有　
　市町村保健センター
　児童相談所

０　　　４ （７.５）３２（６０.４）１３（１６.７）保　 n＝７８

０　　　  ２ （３.１）１６（２４.６） ８（１２.３）幼　 n＝６５

０　　　  １ （０.６）４０（２８.０）２１（１４.７）全体 n＝１４３  診断・治療の機関との連携有　
　主治医
　園医

０　　　  １ （１.３）２３（２９.５）１３（１６.７）保　 n＝７８

０　　　０　　　１７（２６.２）８（１２.３）幼　 n＝６５

０　　　１０  （７.０）６１（４２.７）２１（１４.７）全体 n＝１４３  療育・発達支援の機関との連携有　
　専門療育機関
　発達障害支援センター

０　　　  ４ （５.１）３１（３９.７）１３（１６.７）保　 n＝７８

０　　　  ６ （９.２）３０（４６.２）８（１２.３）幼　 n＝６５

０　　　  ３ （２.１）５４（３７.８）２１（１４.７）全体 n＝１４３  教育機関との連携有　
　小学校
　養護学校

０　　　  １ （１.３）２７（３４.６）１３（１６.７）保　 n＝７８

０　　　  ２ （３.１）２７（４１.５） ８（１２.３）幼　 n＝６５

定期的にある，必要時にあるとの回答を連携有，あまりない，ないとの回答を連携無として連携領域別に集計．
無記入は除く．
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閉症児保育教育経験者の有無が園と他機関の連携を促進す

る要因となることが示唆された．

　これらの結果から，本研究の目的である幼児期の自閉症

児支援における保育所・幼稚園と保健・医療・福祉・教育

機関の連携の特徴を，自閉症児の発見，診断・治療，療育，

就学の視点で検討し，連携の課題を考察する．

　まず，全体的な連携状況をみると，全ての４領域で連携

している園と一部の領域と連携している園，全くどことも

連携がない園があった．養護学校等と教育，医療，保健，

福祉との連携についての報告１６）の中に，連携していない

理由として連携を必要とする問題がないことや連携先がわ

からないが挙げられていた．本研究では連携していない理

由は尋ねていないが，診断名の有無などの自閉症児の状況

が連携に対して有意ではなかったことや専門療育機関に通

園している児が在園することが専門療育機関との連携に有

意に関連していたことから，診断名の有無の問題より，児

と関係のある身近な機関との連携がとりやすいということ

がいえる．さらに，障害児加配職員の配置や自閉症児保育

教育経験者の有無が連携と有意に関連していたことは，障

害児担当職員の存在や障害児保育・教育経験が連携先の認

識につながっているといえる．

　次に，各領域別の連携の状況をみてみる．自閉症の障害

の早期発見ということでは，市町村保健センターでの乳幼

児健診は重要な位置づけにある．山口県では心身障害乳幼

児の早期発見や早期療育に関しては，総合療育機能推進事

業（総合療育システム）１７）が実施されている．そのなかで，

市町村保健センター等の乳幼児健診の実施機関および発達

クリニック等の実施機関の保健所（山口県では健康福祉セ

ンターと名称されている）と児童相談所の連携強化を図り，

発見から判定にいたるまでのシステム化が図られている．

市町村保健センターは健診および健診後のフォローアップ

の役割があり，発達クリニックや児童相談所につなげるこ

と以外に，相談を受けることや家庭訪問，児が通園してい

る保育所や幼稚園への訪問などを行っている．本調査結果

をみると，市町村保健センターと定期的または必要時に連

携している園は５４.６％であった．特に保育所は６４.１％と連
携の割合が多かった．心身障害児および慢性疾患児におけ

る学校と保健機関との連携についての調査結果をみると，

保健所５７％，市町村保健センター５４％の連携があり１６），対

象児は違うが連携の割合は本調査の全体の結果と同程度で

あった．その中で保育所の割合が多かったのは，保育所の

入園年齢が０歳からと幼稚園に比べ幅広く，３歳までの乳

幼児健診や自閉症の症状の発現との関係が影響していると

考えられる．

　また，本調査での市町村保健センターの連携内容は，相

談や助言，情報の共有提供など障害判定以外の全てにわ

たっていた．このことは園にとって市町村保健センターが，

障害の発見や発見後の児への関わりに関して連携できる身

近な機関であることが伺える．市町村という身近な機関で

あることを考慮すると，保健センターが障害の発見やその

後の関わりにおいて総合的な相談機関として，さらに機能

していくことが望まれる．

　児童相談所は，相談や判定，処遇の決定などを行う機関

であるが，山口県の総合療育システムでは療育相談会の事

務局として中心的な役割も担っている．しかし，相談件数

は減少傾向にあり，診断と処遇の決定の報告など継続性の

ない抽象的な助言のみでは親の不安は解消されないという

報告がある１８）．今回の調査結果では児童相談所と定期的ま

たは必要時に連携がある園は２４.４％であり，他機関と比べ
最も少ない．園にとっても，一時的な相談機関とはなり得

るが，継続的な連携機関として機能することは現状では難

しいと考えられる．

　診断・治療の段階での本調査結果をみると，主治医や園

医と連携がないと答えた園が多かった．心身障害児および

慢性疾患児の場合，医療機関との連携が７９％と最も多く，

連携の内容は学校生活上および行事などの緊急時の対応，

病状・治療についての情報が多かったという報告がある１６）．

自閉症の場合，明確な診断がつきにくい場合や，保護者の

理解が得られないなどの問題もある．したがって，主治医

との連携が少ないという結果になったと考えられる．園医

は，園にとって身近な医療機関として連携が図りやすい機

関であるが，全体的には連携が少なかった．その理由とし

て，園医の専門性との関係もあると考えられる．しかし，

保育所は幼稚園と比較すると園医と多くの連携がみられた．

このことは３歳までの低年齢児の場合など，自閉症の症状

の疑いがあるが診断に至らないこともあるように，確定診

断がついていない状態においては，園医に相談するなどの

連携が図られやすいのではないかと考えられる．

　連携内容については，医療的ケアが必要な場合には医療

機関との連携は必然となるであろうが，自閉症の場合は医

療的なケアよりも療育面での対応が必要とされる．本調査

結果の連携内容をみると，主治医には関わり方の助言と医

療面の助言，園医には医療面の助言への希望が多かった．

医療と保育・教育において問題になるのはコンサルテー

ションのあり方であるという指摘がある１９）．医療機関に求

められる連携の内容として，診断以外に児への関わり方や

医療面に関する助言・指導の体制の充実が図られることが

望ましいと考える．

　また，最近，５歳児発達相談が一部の市町村で行われて

いるが，その実施に園医の力が大いに買われており２０），今

後よりいっそう園医との連携体制を充実させていくことが

自閉症の早期発見・早期療育につながると考えられる．

　療育の段階においては，本調査結果によると園は専門療

育機関との連携を最も多く行っており，専門療育機関への

通園児の有無が連携に影響を与えていた．幼稚園と保育所

を比較すると，専門療育機関へは幼稚園の方がやや多く連

携しており，これは幼稚園の方が専門療育機関に通園して

いる児が多いことが関係していると考えられる．連携内容

をみると「関わり方の助言」での連携が多かった．これは

発達障害支援センターでも同様の傾向がみられ，園が自閉

谷川和子，大村佳代，戸ヶ里泰典，原田規章
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症児に対する関わり方に不安を持っていることが推測でき

る．さまざまな専門的立場から一人の発達障害児をみてい

くことでより良い援助手段を探るという場面を設定するこ

とも必要という指摘がある２１）ように，専門療育機関との

連携は，療育に関して専門的な視点での助言を得るだけで

なく，保育や教育の集団生活の場での児の状況に関する情

報を共有することでよりよい療育方法を園と療育機関の両

者で検討することにもつながる．一方的に専門機関から助

言を受けるという立場ではなく，情報を共有提供し，児に

とってより効果的な療育を模索できる連携関係を築いてい

くことも必要と考えられる．

　小学校と定期的または必要時に連携がある園は約半数で

あり，幼稚園と保育所の差はほとんどなかった．しかし，

教育機関との連携ということでは就学前と就学後の継続と

いう視点から考えると十分とはいえない．連携の内容は情

報の共有提供が最も多く，就学前後という観点からの連携

が行われていることも伺える．しかし，園での保育・教育

が小学校での適応に問題を起こす場合もある２２）といわれ

ており，幼児期を過ごす園において，児の将来を考慮した

保育・教育を行うためには，積極的に小学校との連携を図

ることが必要と考えられる．養護学校との連携は小学校よ

りも少なく，そのことは児の就学が主に普通学級を視野に

入れていることが影響していると考えられる．しかし，養

護学校に対する連携内容の希望をみると関わり方の助言が

多く，現在，特別支援学校である養護学校の持つ機能を活

用した連携体制を築いていくことが必要と考える．

　就学するまで過ごす保育所・幼稚園は，自閉症児にとっ

て集団活動や社会適応を向上させる環境でもある．また，

園は幼児期の自閉症児が就学するまで継続的にかかわれる

機関でもある．幼児期の発達過程の中での障害の発見から

診断につなげることや将来を見通しての適切な早期療育の

実施ができる立場でもある．早期療育が成立するには，発

見，診断，療育の連続性が要求されるが，発達障害では発

見の場，診断の場，療育の場が必ずしも同じではないとい

う指摘がある１４）．保育所・幼稚園はその連続性を確保し，

幼児期自閉症児支援のコーディネイトができる機関でもあ

ると考える．しかし，通常の保育・教育を行う中で，その

役割を果たすには，体制や専門的な知識・技術において限

界がある．余力のある人材の配置などの体制整備を政策面

から行うことも必要と考えるが，保健・医療・福祉・教育

の各領域と園とが連携を積極的に図っていくことが幼児期

自閉症児支援の充実のために重要と考える．

　本研究の限界として，連携の程度や連携内容の情報は保

育所・幼稚園からのみであり，連携先の専門機関からは得

ていないことがある．また，園と専門機関との連携に関係

する要因についても十分に検討していない．今後，施設種

別による交絡要因も考慮し，自閉症児の状況および保護者

の意識，園の体制などを視野に入れ，連携に結びつく要因

を検討したいと考える．

Ⅴ．結論

　幼児期の自閉症児支援における保育所・幼稚園と保健・

医療・福祉・教育機関との連携の特徴として，療育に関す

る機関との連携が比較的行われやすい傾向があった．また，

専門療育機関への通園児の有無や障害児加配職員の配置，

自閉症児保育教育経験者の有無が，自閉症児に関すること

で園と専門機関の連携を促進していた．

　発見，診断・治療，療育，就学の連続性を考えると，自

閉症児が初めて集団の場において生活する保育所・幼稚園

での保育・教育のあり方は重要である．保育所・幼稚園が

幼児期自閉症児に対する支援体制の一環としての役割を担

うために，発見から就学までの連続性を考慮した専門機関

との連携のあり方をさらに検討していく必要がある．
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（６）：７７６-８１.．
２０）山口県小児科医会５歳児健診検討委員会．５歳児発達

相談マニュアル．２００７．p.６-１１．
２１）加我牧子，堀口寿広，稲垣真澄．精神遅滞の医学的診

断と療育連携に関する研究　第１報　精神遅滞の診断

に用いられる検査と連携先についての現状調査．脳と

発達　２００２；３４（３）：２３５-４２．
２２）辻井正次．高機能自閉症児の特別支援教育の現状と課

題．発達障害研究　２００３；２４（４）：３４０-７．

谷川和子，大村佳代，戸ヶ里泰典，原田規章


